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平成１８年度財務定期監査 

指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

Ⅰ 重点監査項目「使用料の減免について」 

① 公会堂使用料の減免事務を適正にすべきもの

公の施設である兵庫公会堂を，神戸市立公会

堂条例に基づき一般の利用に供している。この

内使用料の減免については，条例施行規則に基

づく神戸市立公会堂使用料減免取扱要綱で減免

の要件等が規定されている。監査日現在，平成

18 年度使用料の減免について，次のような事例

が見受けられた。      (兵庫区総務課)

ア  本市職員の健康診断に対し，使用料を 50％
減免している事例。  
市が公の目的のために使用する場合(要綱

第4条)に該当すると解釈しているようである

が，本市職員を対象とする健康診断は，公の

目的のためとは考えにくい。減免取扱要綱の

適用除外項目(第 6 条(2)市職員に対し研修，講

習及び実習等を行うとき。)に該当すると思わ

れるので，使用料は全額徴収すべきである。

イ みのりの祭典運営協議会(事務局：産業振興

局農水産課)の会場設営準備や出演団体控室

としての使用に対し,使用料を 50％減免して

いる事例。 
産業振興局が団体の事務局であるとはい

え神戸市からの申請でない以上，要綱第 4 条

(市が公の目的のために使用する場合)を適用

し，使用料の減免を行う根拠はないと思われ

る。任意団体からの申請であれば，使用料は

全額徴収すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 本市職員の健康診断に対し，減免対

象とせず，減免していた額については

追加徴収する措置を講じた。 

 

 

 

 

 

 

イ 神戸市産業振興局農水産課から申請

するよう指導する措置を講じた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 

 
措置済 

② 入館料の減免事務を委託すべきでないもの 
水の科学博物館では，市内小学校の児童が教

育目的で教職員に引率されて入館するときなど

において，同博物館条例の規定に基づき入館料

を減免することとしている。 
入館料の減免事務は，同博物館が一画を占め

る奥平野浄水場の警備受託業者が，入館料の徴

収事務とともに行っているが，減免事務につい

ては，地方公営企業法の公金徴収委託の規定に

よっては委託できないものであると解される。

 

 減免事務においては，警備受託業者が事

務所職員の確認を経てから事務を行うよ

う措置を講じた。 

 
措置済 
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（水道局総務部庶務課）

減免事務は，水道事業管理者が直接行う方式に

改めるべきである。 
③ 漏水減免事務を適正に行うべきもの 

道路の下に埋めてある配水管から分かれて各

家庭へ引き込まれている給水管等の器具をまと

めて給水装置といい，水道メーターを除く給水

装置は所有者の財産であり，その管理責任は所

有者，または，使用者にある。 
給水装置からの漏水で，使用者等が善良な管

理者の注意をもってしても管理できなかったと

認められる場合などについて，水道料金を減免

しているが，次のような事例が見受けられた。

ア 減免申請方法等が要綱で定められていない

事例 
漏水に係る水道料金の減免基準を定めた要

綱には，減免手続として使用者の申請が必要

なことが定められている。しかし，その申請

方法については具体的規定が無く，実際の事

務処理においては，使用者や修繕を行った指

定給水装置工事業者による口頭申請で済まさ

れているケースが多い。 
漏水減免は，使用者の管理範囲に属する給

水装置からの漏水を対象とするものであるた

め，局側に原因があるなどの特別の場合を除

き使用者の申請に基づき行う必要があるが，

現行の取扱によると，申請があったことが局

と使用者双方に明示されない恐れがある。  

（水道局各センター，総務部業務課）

原則として申請書が必要なことや，申請書

が不要な特別の場合の内容について，要綱等

で定めるべきである。 
イ 漏水以外のものについても漏水減免の要綱

により減免している事例 
水道局部課長等専決規程では，漏水減免の

要綱による水道料金の減免は，センター所長，

または，副所長の専決事項としているが，そ

れ以外の料金減免は，総務部長の専決事項と

している。 
しかし，不慮の事故による水栓の開けっ放

しといった漏水とは言いがたいものについて

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア 検討会議を開催し、申請書について統

一した様式を設けることについて確認

した。現在、申請書案を作成中であり、

それまでの間については、各センターに

おいて現行の様式等により、申請書をい

ただくこととしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 水道局部課長等専決規程に基づき，要

綱に基づかないものとして，総務部長決

裁を得る措置を講じた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

措置方針

等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

措置済 
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も，センター副所長決裁により料金を減免し

ている事例が見受けられた。  
（水道局東部センター）

漏水に該当しないものの料金減免について

は，要綱に基づかないものとして，総務部長

決裁により行うべきである。 
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平成１８年度財務定期監査 

指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

Ⅱ 局別審査 

１ 企画調整局 

Ａ 収入に関する事務 
① 賃料の算定根拠を明確にすべきもの 

神戸医療機器開発センター(MEDDEC)の用

地について，事業主体である「独立行政法人 中

小企業基盤整備機構」と定期借地契約を締結し，

同機構から賃料を収入している。監査日現在，

徴収している賃料単価と決裁に記載されている

算出根拠による算定結果が一致しない事例が見

受けられた。   (医療産業都市構想推進室) 
賃料の算定根拠を，決裁上明確にすべきであ

る。 

 

 

 

 

徴収している賃料単価の算定根拠を，

決裁上に明確に記載する措置を講じた。 

 
 
 
 

措置済 

Ｂ 支出に関する事務 
① 補助金交付要綱の見直し等を検討すべきもの

本市市会議員の健康及び教養の向上等を図る

ために設立された神戸市会議員厚生会の事業に

対し，補助金を交付している。監査日現在，次

のような事例が見受けられた。 
(市会事務局庶務課) 

ア 健康診断事業費の 2 分の 1 を自己負担と

したことにより，同事業費への補助金支給

割合を平成 18 年度から 2 分の 1 に変更し，

補助金を交付しているが，補助金交付要綱

の規定が従来のままで改正されていない。

要綱は補助金交付の根拠規定であり，補助

金の支給割合を変更したのであれば要綱を

改正すべきである。 
イ 補助対象事業終了時に，既に交付を受けた

補助金に残余があるときは，その残余金を市

に返還しているが，補助金交付要綱にもその

旨明記しておくべきである。 
ウ 市会議員補欠選挙による欠員補充に伴い，

補助金の追加交付を決定しているが，追加交

付額算定の根拠となる資料が添付されていな

い。適正な事務処理をすべきである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
ア 補助金支給割合変更に伴い，要綱を改

正する措置を講じた。 
 
 
 
 
 
 
イ 年度終了後，補助金に残余がある場

合，収支報告書の提出後速やかに当該残

余の額を市長に返還する旨要綱に明記

する措置を講じた。 
ウ 今後，補助金追加交付決定の際は，申

請者からその年度の収支予算書，既交付

済額及び追加交付申請額を記した申請

書を徴するよう措置を講じた。 

 
 
 
 
 
 

 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 

措置済 
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② 交際費の支出を適正にすべきもの 
交際費は 3期(4 ヶ月毎)に分けて支出するこ

とになっているが，第 1期分（4～7月分）につ

いて，事務処理の遅れから支出が 5月 9日とな

り，立替払が生じている事例が見受けられた。

(企画課)

立替払が生じないよう年度当初の事務処理を

迅速に行うべきである。 

 

適正な事務の執行に努め，立替払が生

じないよう措置を講じた。 

 
措置済 

Ｄ 財産管理に関する事務 

① プリペイドカードの管理を適正にすべきもの

プリペイドカード使用簿兼近距離旅費命令簿

について，次のような改善を要する事例が見受

けられた。         （情報化推進課）

  適正に管理すべきである。 

ア 旅行命令の決裁がなされていないもの 

イ カード使用者の認印がないもの 

ウ カードを全額使用した後，精算確認欄の決

裁がなされていないもの 

 

 

早急に決裁等を行うとともに，プリペ

イドカードの適正な管理を行うための措

置を講じた。 

 
 

措置済 

２ 産業振興局 

Ａ 収入に関する事務 

① 使用料の算定方法について見直しを行うべき

もの 

垂水漁港車両整理場の使用料については，徴

収業務を A団体に委託しているが， A 団体は団

体所有の駐車場と一体的に使用料徴収業務を

行っているため，A団体との間で覚書を締結し，

徴収した使用料に駐車場の面積割合等から算

出した按分率を乗じて本市の使用料としてい

る。 

 ところが，覚書締結時（平成 2年 4月 1日）

と監査日現在（平成 19 年 1 月 19 日）では按分

率の根拠となる面積等が異なっているにもか

かわらず，按分率の見直しが行われていない。

(農水産課)

使用料の算定方法について必要な見直しを行

うべきである。 

 

 

 

 

使用料の算定については，平成18年度

中に，根拠となる面積に基づいて按分率

の見直しを行い，平成19年4月1日付けで

新しい覚書を締結する措置を講じた。 

 
 
 
 

措置済 

② 使用料の徴収を早期に行うべきもの 

行政財産の目的外使用許可に際し，毎年 4 月

30 日までに使用料を納付することを許可条件

としているにもかかわらず，監査日現在（平成

 

早急に調定を行い，全件収納が完了し

た。なお，19年度の使用料についても，4

月30日までを納付期限として許可したも

 
措置済 
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19 年 1 月 15 日），使用料が未収となっている事

例が見受けられた。       （農水産課）

適正な事務処理を行うべきである。 

のについては，4月27日までに全件収納が

完了した。今後，このような事態が生じ

ないよう適正な事務処理を行う措置を講

じた。 

③ 債権管理を適正に行うべきもの 

使用料を納期限までに納付しない者に対して

は期限を指定して督促しなければならないが，

市場使用料について督促状の交付を行ってい

ない事例が見受けられた。 

また，債権回収努力にもかかわらず，相手先

の破産等により回収不能と見込まれる債権等

については不能欠損処理を行わざるを得ない

が，市場使用料について不能欠損処理が行われ

ていない。  (中央卸売市場本場，東部市場)

平成 17 年度末の中央卸売市場における使用

料等の収入未済額は 7,551 万円と多額であり，

債権管理を適正に行うべきである。 

 

債権管理を適正に行なうべきものにつ

いては，督促から不納欠損処理までを含

めた事務処理要綱等を作成中であり，こ

れに基づいた適正な債権管理に努める。 

 

 
措置方針

等 

Ｂ 支出に関する事務 

① 消費税計算に係るマニュアルの作成等を行う

べきもの 

市場事業会計など特別会計の消費税申告業務

は所管課毎に行っているが，課税区分の適用等

取扱が異なる事例が見受けられた。 

（庶務課，西部市場）

消費税処理に係る共通マニュアルを作成する

など正確かつ効率的な事務処理を行うべきで

ある。 

 

 

 

 所管税務署と課税区分の適用について

の協議を行い，適正な事務処理について

徹底する措置を講じた。 

 
 
 

措置済 

Ｃ 契約に関する事務 

① 施設の管理業務に係る履行確認を適正に行う

べきもの  

ア 自然休養村管理センターは，観光農林漁業

の振興及び自然環境の中で憩いと安らぎの場

を提供することを目的とした施設であり，利

用者の利便に供するため施設内の食堂につい

て A社に目的外使用許可を行っている。 

使用許可に際しては，使用物件を随時に実

地調査し，又は所要の報告を求め，維持・使

用に関し必要な指示を行うべきであるにもか

かわらず，平成 18 年 5 月に A社製の弁当によ

る食中毒が発生した際，施設の使用状況等に

 

 

 

ア 18年12月以降，行政財産目的外使用

許可を与えた者の施設使用について，

実地調査を適宜実施しており，その結

果に基づき，使用者に対し指示する措

置を講じた。 

 

 

 

 

 

 
 
 

措置済 
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ついての実地調査を行わず，A 社に対して何

ら報告を求めていない。   (農政計画課)

適時適切な実地調査や使用者への必要な指

示などにより，施設の管理業務に係る履行確

認を適正に行うべきである。 

イ 自然休養村管理センターの管理運営につい

ては，平成 17 年 4 月から平成 18 年 3 月末ま

で A 社を指定管理者としていたが，指定管理

業務である使用料の算定に誤りがあったほ

か，業務報告書に内容の不備が見受けられた。

(農政計画課)

公の施設の指定管理に際しては，指定管理

業務の履行確認を適正に行うべきである。 

 

 

 

 

 

イ 19年度の指定管理者に対し，施設利

用申込の受付時に使用料算定について

担当課に確認すること，業務報告書の

作成については十分に精査することを

指示し，今後，業務の履行確認を適正

に行う措置を講じた。 

 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 
 
 

② 委託契約内容を明確にし，履行確認を適正に

行うべきもの 

垂水漁港車両整理場管理等業務委託契約にお

いて，契約書に添付された図面の業務範囲が現

況と異なるなど正確ではなく，精算報告書に契

約内容以外の経費が含まれており委託料の精算

内容を確認できない。      (農水産課)

契約書において委託業務内容を明確にすると

ともに，履行確認を適正に行うべきである。 

 

 

平成18年度の業務委託については，平

成19年3月31日に精算報告書の提出を受

け，業務内容が適正に履行されているこ

とを確認し，平成19年3月31日付で委託料

の精算を行なう措置を講じた。 

なお，平成19年度の業務委託については，

業務内容が正確に反映された仕様書に基

づき，契約を締結した。 

 
 

措置済 

Ｄ 財産の管理に関する事務 

① 中央卸売市場保証金の管理を適正に行うべき

もの 

中央卸売市場保証金は，卸売業者等が市場で

の業務開始に先立って本市に預託することとな

っているが，以下のとおり不適切な事例が見受

けられた。 

適正な管理を行うべきである。 

ア 保証金預託額が基準に比べて不足又は超過

しているもの(中央卸売市場本場，東部市場)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 保証金預託額が基準に比べて不足し

ているものについては，2件を除き預託

済みである。2件のうち1件は預託の内

諾を得，他の1件は現在，個人商店から

会社組織に変更手続中であり，手続完

了後に追加預託を行なう。 

超過しているものについては，1件手

続き中のものを除き全て返納した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

措置方針

等 
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イ 保証金の預託が行われていないもの 

             (中央卸売市場本場)

ウ 廃業したにもかかわらず，保証金の返還が

行われていないもの (中央卸売市場本場) 

 

 

エ 保証金を未納使用料等に充当する旨の決裁

を受けているにもかかわらず，その後事務処

理が行われず，債券が市場内金庫に保管され

たままになっているもの 

(中央卸売市場本場)

イ 保証金の預託が行なわれていないも

のについては，全て預託を完了した。 

ウ 廃業したにもかかわらず，保証金の

返還が行なわれていないものについて

は，正当な返還相手を確認手続中であ

る。 

エ 保証金の未納使用料等に充当する事

務処理は完了した。 

措置済 
 
措置方針

等 
 
 

措置済 
 
 

② タクシーチケットの管理を適正に行うべきも

の 

タクシーチケットは必要に応じて適切な枚数

を交付するとともに，未使用の場合は返納し，

その都度管理簿に記載しなければならない。ま

た，タクシーチケットの使用については，使用

承認簿とタクシーチケットを照合し，使用内容

の確認を行う必要がある。しかし，以下のとお

り改善を要する事例が見受けられた。 

適正な事務処理を行うべきである。 

 ア タクシーチケットを１冊単位で交付してい

たほか，人事異動時の未使用分の返納を確認

しておらず，管理簿への記載がなかった事例

(中央卸売市場本場)

 

 

 

イ 使用承認簿とタクシーチケットの記載内

容が異なる事例    (農業振興センター)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 人事異動時の未使用分のチケットに

ついては，返納を確認し管理簿へ記載

する措置を講じた。 

また，監査以降，必要に応じて適切

な枚数を交付し，未使用の場合は返納

し，その都度管理簿に記載するように

改善を行なった。 

イ 当該事例については，使用者に確認

のうえ是正した。今後同様の事例が起

こらないよう，使用承認簿とタクシー

チケットの記載内容を確認し適正に事

務を行うよう徹底する措置を講じた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
措置済 

 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 

３ 都市計画総局 

Ａ 収入に関する事務 

① 行政財産の目的外使用料の調定を適正に行う

べきもの 

ア 行政財産の一時使用許可にかかる使用料

は，原則として前納させるべきであるが,使

用日を過ぎて調定を行っている事例が見受

 

 

 

 

ア 使用開始日までに調定をおこなうた

めに，申請者に対して早期に申請書類

を提出してもらうよう，適正に手続き

 
 
 

 
措置済 
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けられた。          （用地課）

適正な事務処理を行うべきである。 

イ 使用許可期間が１か月未満の使用料に消費

税を賦課していない事例が見受けられた。 

（用地課）

適正な事務処理を行うべきである。 

ウ 使用料の納期限を，「事業用地の一時使用取

扱要綱」の規定する期限内としていない事例

が見受けられた。    （浜山都市整備課）

適正な事務処理を行うべきである。 

を行うための措置を講じた 

 

イ 12月に事業用地取扱に関する会議の

際に所管各課へ周知徹底し今後同様の

事例が起こらないよう必要な対策を講

じた。 

ウ 平成18年度下半期の納期限について

は，「事業用地の一時使用取扱要綱」

の規定する期限内に払い込みを行う措

置を講じた。 

 
 

措置済 
 
 
 

措置済 
 

② 賃貸料等の徴収を適正に行うべきもの 

ア 土地等の貸付について，賃貸料を賃貸借契

約に定める期限内に徴収していない事例が

見受けられた。  

（用地課，再開発課，住宅整備課）

契約書の見直し等，適正な事務処理を行う

べきである。 

 

 

 

 

 

 

イ 賃貸料から受託者の立替費用が差し引かれ

ており，賃貸料の決算額を差し引かれた数値

としている事例が見受けられた。（再開発課）

総計予算主義に則り，それぞれ歳入，歳出

の決算額に計上すべきである。 

 

ウ 賃貸料等の納期限が遅く設定されている事

例が見受けられた。 

（住宅整備課，住宅管理課）

神戸市公有財産規則第 37 条の規定により

賃貸料は原則として前納であることから，適

正な納期限を設定すべきである。 

 

ア 現行の契約では，当月分の賃料の納

期は前月末日になっているため，4月分

の賃料については，前年度の歳入にな

ってしまう。このため，契約変更手続

を行い，４月分に限り，納期を4月末日

として処理し，適正な収納事務執行が

できるよう，措置を講じた。（用地課）

契約書に定められた期限内に徴収す

るよう措置を講じた。  （再開発課）

19年度以降の賃貸料の納期限につて

は，契約書の記載どおり，適正に設定

する措置を講じた。  （住宅整備課）

イ 19年度から賃貸に関する協定書に

「立替費用は別途請求に基づき支払

う」ことを明記し，事案が発生した場

合，これを履行することで歳入額（賃

貸料），歳出額（立替費用）を決算上

明確にする措置を講じた。 

ウ 今後，同様の事例が起こらないよう

必要な対策を講じた。 

（住宅整備課，住宅管理課）

 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 

措置済 

③ 受講料の徴収委託を適正に行うべきもの 

すまいの安心支援センターにおいて市民や専

門家向けに開催されている「すまい大学」や各

種セミナーの実施及び受講料の徴収等を神戸

市住宅供給公社に委託しているが，委託契約書

 

受講料の徴収事務の委託について，会

計管理者（会計室）と協議を行ない，こ

れを踏まえ，委託契約書に受講料の徴収

事務等を明記し，また，受講料の徴収事

 
措置済 
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には受講料の徴収について何ら規定されてお

らず，徴収された受講料が年度末に公金化され

ている事例が見受けられた。 （住宅政策課）

歳入の徴収委託については，神戸市会計規則

等に基づく協議や告示といった適正な手続き

により行い，公金化にあたっても適正な事務処

理を行うべきである。 

務の委託について告示を行なう措置を講

じた。 

 

 

 
 
 

④ 催告状の記載内容を適正にすべきもの 

換地清算金にかかる延滞金は，土地区画整理

法第 110 条第 5項の規定により督促状に指定し

た納期限の翌日から起算することとなってい

るが，未納者に発送する催告状に督促状とは別

の納期限を記載し,その翌日から起算して延滞

金を付加すると表示している事例が見受けら

れた。            （地域調整課）

相手方の誤解を招くことのないよう，催告状

には「督促状の納期限の翌日から延滞金を起算

すること，及び既に延滞金の納付義務が発生し

ている」ことを記載すべきである。 

 

今後同様の事例が起こらないよう，次

回発送の催告状より適切な記載内容に改

める措置を講じた。 

 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 地形図等売却代の調定を適正に行うべきもの

地形図等を(財)神戸市都市整備公社に売却し

ているが，次のような事例が見受けられた。 

（計画課）

適正な事務処理を行うべきである。 

ア 歳入の調定が，販売日に比し大幅に遅延し

ている事例 

 

イ 一旦販売済の地形図等について，神戸市側

の事情により一部の地図を販売中止とした

ため，該当分の地形図を販売先から引き取っ

ているが，その引取経費と新たな販売代金を

相殺している事例 

 

 

 

 

 

ア 平成18年1月以降の調定については，

販売日の即日に調定事務を行う措置を

講じた。 

イ 総計予算主義に則り，歳入・歳出区

分を明確にした事務執行の改善措置を

講じた。 

 

 
 
 
 
 

措置済 
 
 

措置済 
 
 
 

Ｂ 支出に関する事務 

① 委託料を適正に支出すべきもの 

商業施設の付置義務駐車場の管理に関する委

託料が, 委託契約書に定められた期限内に支

払われていない事例が見受けられた。 

（再開発課）

適正な事務処理を行うべきである。 

 

相手方に対し早期の請求を促すととも

に契約書に定められた期限内に支払うよ

う措置を講じた。 

 
措置済 



 - 11 - 

② 委託業務の履行確認を適正に行うべきもの 

設計監理委託にかかる履行確認報告書に届出

日の記載が漏れている事例が見受けられた。  

（技術管理課）

履行確認のもとになるものであるから必ず記

入させるべきである。 

 

届出日の記載の確認を行うよう周知徹

底する措置を講じた。 

 
措置済 

 
 
 
 

③ 補助金の精算を速やかに行うべきもの 

概算払である特定目的借上公共賃貸住宅の家

賃減額補助金の精算が，用務終了後 5日を越え

ている。また，補助対象期間中に退去者があっ

たため補助金を戻入させているが，債務者が納

期限内に納付していない事例が見受けられた。

（住宅政策課）

神戸市会計規則及び債権の管理に関する条例

に基づき適正な事務処理を行うべきである。 

 

平成19年度以降，特定目的借上公共賃

貸住宅の家賃減額補助金の支出について

は，一般支払いに改める措置を講じた。

 
措置済 

④ 旅費を適正に支出すべきもの 

金額を誤って旅費を支出し，戻入している事

例が見受けられた。 （新長田南再開発事務所）

適正な事務処理を行うべきである。 

 

今後，このような誤りがないよう留意

して事務処理を行う措置を講じた。 

 
措置済 

 

⑤ 賃貸物件の補修費を適正に支出すべきもの 

区画整理事業のため,市が借り上げた工場の

修繕工事について，工事費を貸主に支出してお

り，支出関係書類には工事の履行を確認する写

真等が添付されていない事例が見受けられた。

（都市整備課）

賃貸物件の改造の必要が生じた場合,貸主の

承諾を得て神戸市が工事を発注し，工事写真等

により履行を確認した上で,工事費を直接施工

業者に支払うべきである。 

 

今後は，神戸市が工事を発注し，工事

写真等で履行確認のうえ，工事費を直接

業者に支払うようにする措置を講じた。

 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 

⑥ 家賃等の返還にかかる事務を適正に行うべき

もの 

市営住宅の退去者等へ家賃及び保証金の還付

を行っているが, 債権者別内訳書に記載され

た支払額と，その基礎資料となる返還整理票兼

精算書に記載された精算金額が異なっている

事例が見受けられた。     (住宅管理課)

資料間の整合に留意し，適正な記載を行うべ

きである。 

 

 

当該事例については，必要な修正をす

るとともに，今後，同様の事例が起こら

ないよう，適正な記載を行うための措置

を講じた。 

 
 

措置済 

⑦ 無駄な支出を避けるべきもの 

ア 業務に必要な地図を，市内部で調達できる

 

ア 計画課と調整のうえ，今後無償で提

 
措置済 
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にも関わらず，(財)神戸市都市整備公社から

購入している事例が見受けられた。（用地課）

無償提供を受けるなど，無駄な支出を抑え

るべきである。 

イ 近隣地域にある 2 か所の土地の鑑定評価

を，別々の業務として契約している事例が見

受けられた。          （用地課）

近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に所

在する複数地点の鑑定評価においては，鑑定

報酬額が割り引かれるので，一つの契約とす

るべきである。 

供してもらえる措置を講じた。 

 

 

 

イ 今後は，同一区内にある複数個所の

土地鑑定評価を同時に依頼する場合

は，複数地点鑑定評価としてひとつの

契約とするよう措置を講じた。 

 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 

Ｃ 契約に関する事務 

① 契約を適正に行うべきもの 

契約書の締結にあたり，当事者や契約金額の

表示が適切でないものや契約内容に不備のあ

る事例が見受けられた。 

適切な事務処理をすべきである。 

ア 契約書に記載する金額の表示が不適切であ

る事例            （工務課）

 

 

 

イ 表題の記載を誤っている事例 

（住宅整備課，技術管理課）

 

 

 

 

 

ウ 委託業務時間等が明確に規定されていない

事例      （新長田南再開発事務所）

 

エ 契約書に適正でない公印が押印されている

事例           （都市整備課）

オ 契約書に必要書類が添付されていない事例

       （住宅管理課）

 

 

 

 

 

 

ア 当事者の表示が適切でないものにつ

いては契約書の訂正を行った。また，

金額表示の不備については今後同様の

事例が起こらないよう適切な事務処理

を行うための措置を講じた。 

イ 契約書の作成にあたっては，記載内

容等を確認し，今後の同様の事例が起

こらないよう対策を講じた。 

（住宅整備課）

 契約書の表題部分にも団体名並びに

代表個人名を記載するよう周知徹底す

る措置を講じた。   （技術管理課）

ウ 今後，同様の委託業務において，委

託期間から除く日がある場合には，契

約書に明記する措置を講じた。 

エ 適正な公印を押印し，契約書をさし

かえる措置を講じた。 

オ 必要書類を契約書に添付する措置を

講じた。 

 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 

措置済 
 

措置済 

Ｄ 財産管理に関する事務 

① 土地の使用許可を適切に行うべきもの 

ア 土地区画整理事業の権利者に対し資材置場

等に使用する目的で土地を一時使用許可し

 

 

ア 指摘以降の許可については，市長名

で使用許可書を発行するよう措置を講

 
 

措置済 
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ているが，課長名で使用許可書を発行してい

る事例が見受けられた。 （浜山都市整備課）

市有財産の使用許可は市長名で行うべきで

ある。 

 イ 市有不動産借用願に記載された面積と異な

る面積を貸し付けている事例が見受けられた。

     （住宅整備課,住宅管理課）

適正な事務処理を行うべきである。 

じた。 

 

 

 

イ 借用願等については，受付時に内容

を確認し，今後同様の事例が起こらな

いよう対策を講じた。 

 
 

 
 

措置済 
 

② プリペイドカードの管理を適正に行うべきも

の 

ア 使用済みのプリペイドカードの返却が未了

である状態で,新しいプリペイドカードを貸

し出している事例が見受けられた。 

（再開発課）

プリペイドカードは現金に準ずるものとし

て適正に管理すべきである。 

イ 管理簿を作成していない事例が見受けられ

た。          （浜山都市整備課）

適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

ア プリペイドカード使用時は，その都

度，交付返納の確認を行うよう措置を

講じた。 

 

 

 

イ 管理簿を作成する措置を講じた。 

 
 

措置済 
 
 
 
 
 

措置済 

③ タクシーチケットの管理を適正に行うべきも

の 

不使用のタクシーチケットの返却及びその再

度交付について管理簿に明確に記載しなかっ

たため，現在高が現物と合わない事例が見受け

られた。           （技術管理課）

適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

今後はチケット返却分についても記載

もれのないようにする措置を講じた。 

 
 

措置済 
 
 
 
 

４ 区役所 

Ａ 収入に関する事務 

① 行政財産の目的外使用許可に係る償還金につ

いて適正に収納すべきもの 

社会福祉協議会に対し，区役所庁舎の一部を

事務所として使用許可を行っているが，17 年度

の事務所にかかる償還金について，請求が遅れ，

18 年度に収納していた事例が見受けられた。  

(灘区総務課)

適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

 

 

18年度以降の行政財産の目的外使用許

可に係る償還金の適正収納について請求

の遅れが生じないようにし，当年度分は

当年度中に収納するよう指示する措置を

講じた。 

 
 
 
 

措置済 

② 行政財産の目的外使用許可に係る使用料につ

いて適正に収納すべきもの 

行政財産の目的外使用料の請求について，

決裁上では納付期限を平成 18 年 6 月 30 日と

 

 

平成18年12月25日に調定決議書と納付

書を作成して請求し，平成19年１月31日

 
 
措置済 
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していながら，監査日現在，請求書を送付し

ていない事例が見受けられた。（西区総務課）

適正な事務処理を行うべきである。 

に納入された。今後，適正な事務処理を

行うよう措置を講じた。 

③  領収書原符を適正に保管すべきもの 
有料冊子を区の窓口等で販売し，売却代金に

ついては，調定を上げた上で翌日市に納付して

いる。監査日現在，領収書原符が納付書の控と

ともに，定例調定決議書に添付されている事例

が見受けられた。 （兵庫区まちづくり推進課）

現金取扱事務の手引(公金編)によれば，領収書

原符の切り離しは原則として禁止されている。

事故防止のため，領収書原符は切り離さず適正

に保管すべきである。      

 

平成18年度，自主監査を行うにあたっ

て，8月より指摘のとおり適正な保管方法

に改める措置を講じた。 

 

措置済 

④ レシートの管理を適正にすべきもの 

証明書交付手数料徴収の際に発行したレシー

トの控について，レシートを封筒に入れ諸証明

等取扱報告書(日計表)の綴にはさんでいる事例

が見受けられた。      （兵庫区市民課）

レシートは日々の収入金の根拠資料となるも

のであり，紛失・散逸しないよう同報告書綴に

貼付するなど，適正な管理をすべきである。 

 
必要に応じて遡って是正し，以後，諸

証明等取扱報告書に，封筒を固定し散逸

の防止に努めるよう周知徹底する措置を

講じた。 

 

 

措置済 

Ｂ 支出に関する事務 

① 補助金等の交付を適正にすべきもの 

ア 区民参加行事の主催団体に対する補助金等

交付について 

(ｱ) 毎年継続的に実施しているにもかかわら

ず，決裁のみで補助金を交付している事例。

（灘区・兵庫区・須磨区各まちづくり支援課，

須磨区まちづくり推進課）

補助金交付の公益性，妥当性，透明性等を

確保するため，補助の趣旨目的，対象，要件，

手続，精算規定等を定めた適正な補助金交付

要綱を策定すべきである。 

 

 

 

 

 

(ｲ) 行事の司会者へ御礼を支出しているが，領

収書が見当たらない事例。添付の領収書の但

 

 

 

 

(ｱ) 19年度より補助金交付要綱を策定し，

それに基づき補助金を交付するよう措

置を講じた。 

（灘区まちづくり支援課）

平成19年4月1日付で補助金交付要

綱を策定した。同要綱に従い適正な事

務手続を行う措置を講じた。 
（兵庫区まちづくり支援課）

交付の公益性，妥当性，透明性の確

保のため，適正な補助要綱の策定を行

う措置を講じた。 
（須磨区まちづくり支援課，

同まちづくり推進課）

(ｲ) 該当団体に指導を行うとともに，事

務処理時の点検の徹底を図るよう指示

 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
措置済 
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書に使途・内容が記載されていない事例。 

（灘区まちづくり支援課）

支出の事実を検証する資料として，必要事

項を記載した領収書の添付は必要である。領

収書の受領がむずかしい場合には主催団体代

表者の支出確認書等を添付するよう，相手方

を指導すべきである。 

(ｳ) 交付決定通知書において，行事終了後すみ

やかに提出することとされている平成 17 年

度決算書等が，監査日現在，区長宛に提出さ

れていなかった事例。 

（灘区まちづくり支援課）

適正な事務処理をすべきである。 

(ｴ) 実行委員会の収支決算において，補助金交

付額の精算がされていない事例。 

（灘区・兵庫区各まちづくり支援課）

補助金の使途を特定し，補助金交付額と補

助金対象経費との間で精算を行うよう収支決

算書の見直しを指導すべきである。 

 

イ ふるさと文化保存活動助成金について 

地域の文化的資源を保存・活用する「ふる

さと文化保存活動」を支援するため，要綱に

基づき，同資源の保存，修理等に要する経費

の一部を助成している。 

監査日現在，助成金交付申請書に，添付資

料として事業費見積明細書が記載されてい

るが，実際には同明細書ではなく，領収書ま

たは見積書の写しが添付されている事例が

見受けられた。  （西区まちづくり推進課）

(ｱ)  要綱等で同明細書の様式を定めるべきであ

る。 
(ｲ) 申請書への領収書添付は，助成金の交付決

定後に所要経費の執行を行うとする要綱の趣

旨に反する。交付決定後に経費の執行を行う

よう相手方を指導すべきである。 
ウ ふれあいのまちづくり助成について    

ふれあいのまちづくり協議会が実施する事

業に対し助成を行っている。助成内容は全市

共通の福祉メニュー，防災福祉コミュニティ

メニュー，エコタウンまちづくりメニューと

する措置を講じた。 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 該当団体より決算書の提出を受け，

適切に処理した。また，適正な処理を

するよう指示する措置を講じた。 

 

 

 

(ｴ) 補助金の使途を特定したうえで，精

算を行うよう改善する措置を講じた。 

（灘区まちづくり支援課）

平成19年4月1日付で補助金交付要

綱を策定した。同要綱に従い適正な事

務手続を行う措置を講じた。 
（兵庫区まちづくり支援課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 要綱を改正し、事業費見積明細書の様

式を定める措置を講じた。 
(ｲ) 18年度より交付決定後に経費の執行

を行うよう指導する措置を講じた。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

措置済 
 

措置済 
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区役所独自に実施できる提案型活動助成があ

る。 

(ｱ) 福祉メニューで活動実績報告書の実施内容

欄に，回数，参加人数の 1 年間の合計のみを

記入する等，1 回当りの参加人数が確認でき

ない事例が見受けられた。 

（灘区・兵庫区・須磨区・垂水区 

各まちづくり支援課）

適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 灘区提案型活動助成の広報活動事業は年 1

回の広報紙の発行が条件になっているが，助

成を実施した協議会の活動実績報告書で広報

紙の発行状況が記載されていない事例が見受

けられた。    （灘区まちづくり支援課）

適正な事務処理を行うべきである。 

(ｳ) ふれあいのまちづくり助成の防災メニュ－

として，防災福祉コミュニティ事業への助成

 

 

(ｱ) 各ふれあいのまちづくり協議会に適

切に記入するよう指導を行い，事務処

理時の点検の徹底を図るよう指示する

措置を講じた。 

 なお，当該対象活動毎の参加人数に

つき，各回とも要件に合致する人数で

あったことを確認した。 

（灘区まちづくり支援課）

活動実績報告書については，記載事

項から判断できる様式を，要領を改正

して新たに定めた（平成19年4月1日施

行）。変更については，平成19年3月14
日に行われた，ふれあいのまちづくり

協議会連絡会において，助成対象であ

るふれあいのまちづくり協議会へ周知

する措置を講じた。 
（兵庫区まちづくり支援課）

実績報告書に，1回当りの人数が確認

できるよう日付，人数が記入されてい

ない事例が見受けられたが，今後同様

な事例が起こらないよう，正確に記入

するよう指導する措置を講じた。 
（須磨区まちづくり支援課）

当該ふれあいのまちづくり協議会に

対し，各回の参加者数を記入した報告

書の提出を求め，すでに報告書が提出

された。今後，各回の参加者数を記入

するよう指導する措置を講じた。 

また，あわせて当課における報告書

の適正な確認に努める。 

（垂水区まちづくり支援課）

(ｲ) 各団体に発行の記載をするように指

導を行い，事務処理時の点検の徹底を

図るよう指示する措置を講じた。 

 なお，広報誌の発行実績は，別途現

物を確認した。 

 

(ｳ) 当該ふれあいのまちづくり協議会に

対し，必須メニューの実施の有無を確

 
 

措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

措置済 
 
 
 
 
 

措置済 
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を実施している。同助成については，ふれあ

いのまちづくり助成実施要綱において，神戸

市防災福祉コミュニティ育成事業実施要綱を

準用することとされている。監査日現在，平

成 17 年度の運営活動費助成について，活動実

績報告書の必須メニュー欄の一部に記載漏れ

がある事例が見受けられた。  

（垂水区まちづくり支援課）

必須メニューの未実施は助成金の返還対象

になるものであり，所管局(垂水消防署)と十分

協議し，実施の有無を確認の上記載漏れ等であ

れば適切な指導をすべきである。 
エ 子ども会への補助金交付について 

単位子ども会の活動を支援するため，要綱

に基づき補助金を交付している。要綱によれ

ば，補助金の交付を受けた申請者は，当該年

度終了後速やかに事業報告書を区長に提出し

なければならないとされている。監査日現在，

相手方から区宛に，平成 17 年度の事業報告書

が遅滞なく提出されているにもかかわらず，

平成 18 年度後半になってから区長宛に報告

されている事例が見受けられた。   
（兵庫区まちづくり支援課）

書類の提出があった時点ですみやかに報告

すべきである。 
オ 老人クラブ連合会に対する補助金交付につ

いて 
区老人クラブ連合会の活動を支援するた

め，活動経費の一部を助成している。区の補

助要綱によれば，「補助金の交付を受けたもの

は，補助対象行事開催後，すみやかに事業実

績報告書を区長に報告しなければならない。」

と規定されている。監査日現在，同報告書の

提出を求めず，領収書のみを徴収している事

例が見受けられた。 

（垂水区まちづくり支援課）

要綱に基づき，同報告書の提出を求めるとと

もに，領収書は所要経費支出の根拠資料として

報告書に添付するよう指導すべきである。 
カ 市民花壇育成補助金について 

「市民花壇育成補助金」について，要綱上，

認後，実施内容を記載した報告書の提

出を求め，すでに報告書が提出された。

今後，記載漏れがないよう指導する措

置を講じた。 

また，あわせて当課における報告書

の適正な確認に努める。 

 

 

 

 

 

 

エ 子ども会への補助金交付において，

事務処理を遅延なく行うよう職員に周

知し，また，要綱に基づき，年度終了

後に提出された事業報告書について，

すみやかに決裁する措置を講じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ 老人クラブ連合会に対して，事業実

績報告書の提出を求め，すでに報告書

が提出された。今後，報告書の提出及

び所要経費支出の根拠資料として領収

書の添付を指導する措置を講じた。 

また，あわせて当課における報告書

の適正な確認に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

カ 申請書の様式を変更し記載欄を設け

るとともに，必要事項を記載させるよ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

措置済 
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設置基準を①花壇は面積 30 ㎡以上，②フラワ

ーベースは 10 基以上で，その総面積は 4.5 ㎡

を基準とすると定めているにもかかわらず，

申請書に，花壇面積やフラワーベースの基数

の記載がない事例が見受けられた。 

(兵庫区・西区まちづくり支援課)

適正な事務処理を行うべきである。 

う指導し，適正な事務処理を行う措置

を講じた。（兵庫区まちづくり支援課）

 建設局で申請書の様式を変更し，面

積や基数等を記載する欄を設ける措置

を講じた。（西区まちづくり支援課） 

 

 

 
 
 
 

② ふれあいのまちづくり協議会に対する運営交

付金支出事務を適正に行うべきもの 

地域福祉センターの運営主体であるふれあい

のまちづくり協議会と協定を締結し，センター

の管理運営経費の一部に充てるため，運営交付

金を支払っている。監査日現在，相手方からの

提出書類に必要事項の記載漏れがある事例が見

受けられた。   （灘区まちづくり支援課）

必要事項を記載するよう，指導すべきである。

ア 運営交付金の請求書に，請求年月日の記載

がない事例(平成 17 年度・18 年度全件)。 

イ 事業報告書に，報告年月日等の記載がない

事例(平成 17 年度全件)。 

ウ 代表者名義変更届に，提出年月日の記載が

ない事例(平成 17 年度変更分全件)。 

 

 各団体に適切に記入するよう指導を行

い，事務処理時の点検の徹底を図るよう

指示する措置を講じた。 

 

 

 
措置済 

③ 方針決裁を上げるべきもの 

区民が行う花をテーマとしたイベントを支援

し緑化・飾花活動の啓発を行うため，「花いっぱ

いフェスタ」を実施している。監査日現在，会

場設営費等を支出しているが，方針決裁を上げ

ていない事例が見受けられた。 

（垂水区まちづくり推進課）

区の事業として実施する以上，事業の趣旨目

的，事業内容，予想される主な経費等を記載し

た方針決裁を作成すべきである。 

 

開催にかかる経費のうち，会場設営費等

を区が負担し，支出していることから，

平成19年実施分以降は方針決裁を作成す

る措置を講じた。 

 

 
措置済 

④ 経費支出を適正にすべきもの 

転入者用地図作成業務を委託し経費を支出し

ているが，支出科目を誤っている事例が見受け

られた。      （西区まちづくり推進課）

適正な事務処理をすべきである。 
 
 
 

 

平成19年3月2日に適正な支出科目に振

替処理を講じた。 

 

 
措置済 
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Ｃ 契約に関する事務 

① 地域福祉センターに係る協定を適正に締結

すべきもの 
協定書に区長公印が押印されていない事例が

見受けられた。   （西区まちづくり支援課）

適正な事務処理をすべきである。 

 

 

 

当該事例に対して，区長印を押印する

措置を講じた。 

 
 
 

措置済 
 

② 委託契約事務を適正にすべきもの 

区では事務事業委託審査会運営要領におい

て，予定価格が一定額を超える事務事業の委託

については，同審査会に委託先の選定を付議す

ることが義務付けられている。 
監査日現在，区庁舎で排出される一般廃棄物

処理業務の委託について，支払実績から判断す

ると同審査会への付議対象となるにもかかわら

ず，委託審査会に付議していない事例が見受け

られた。           （灘区総務課）

委託審査会運営要領に基づき，適正な事務処

理をすべきである。 

 

区事務事業委託審査会運営要綱に基づ

き，単価契約においても年間経費が100万

円を超えることが予測される場合には委

託審査会に付議するよう指示する措置を

講じた。 

 

 
 

措置済 

Ｄ 財産管理に関する事務 
① 物品の管理を適正にすべきもの 

物品の管理について監査日現在，次のような

事例が見受けられた。適正な事務処理をすべき

である。 
ア 備品管理簿を作成していない事例。 

（兵庫区まちづくり支援課）

イ パソコンを保育所へ保管転換したが，後日

提出された物品保管転換書の受入欄に押印

がなく，関係綴にも編綴されていなかった事

例が見受けられた。（灘区まちづくり支援課）

ウ 公用車を廃棄処分しているが，物品不用決

定兼処分決議書の払出記録欄を斜線で消去

し，廃棄月日等を記載・押印していない事例。

（兵庫区総務課）

エ 平成 16 年度に金庫を廃棄しているが，備品

管理簿に記載したままになっている事例。 
（西区総務課）

オ 軽自動車を廃棄処分しているが，備品管理

簿に記載したままで，物品不用決定兼処分決

議書の払出記録欄に廃棄月日等を記載・押印

 
 
 
 
 
ア 物品の管理については，備品管理簿

を平成 19 年 2 月 28 日に作成する措置

を講じた。 
イ 指摘後直ちに，受け入れ部局の決裁

をとり，関係綴に編纂した。今後は，

適正な事務処理を徹底するよう指示す

る措置を講じた。 
ウ 払出記録欄の廃棄月日等を記載・押

印した。今後，このような事案が再発

しないよう適正な事務を行うよう措置

を講じた。 
エ 備品管理簿の記載を抹消し，今後適

正な事務処理を行うよう措置を講じ

た。 

オ 払出記録欄に廃棄年月日を記載し，

立会人・物品出納員の押印を行う措置

を講じた。 

 
 
 
 
 

措置済 
 

 
措置済 

 
 
 
措置済 

 
 
 

措置済 
 
 

措置済 
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していない事例。  （西区西神中央出張所）

カ 借用物品管理簿を整備しているが，物品管

理者の押印がない事例。平成 16 年度より備品

の定義がそれまでの 1 万円以上から 2 万円以

上に変更されたが，取得価格に関係なく備品

とされている机や椅子についても，2 万円未

満であれば備品管理簿から除外している事

例。           （須磨区市民課）

キ 備品管理簿では平成 18 年 1 月及び平成 18
年 4 月に備品を廃棄していたが，廃棄の際に，

物品不用決定兼処分決議書による決裁を受け

ていなかった事例。（西区まちづくり支援課）

 

カ 借用物品管理簿の物品管理者印がな

かったものについては，早急に押印を

行った。また，誤って削除した備品に

ついても，早急に削除を取り消す旨を

備品管理簿に記載した。今後，適正な

事務処理を行うため管理簿に関係通知

文を綴る措置を講じた。 

キ 当該事例に対して，すみやかに物品

不用決定兼処分決議書を作成し，是正

する措置を講じた。 
 

 
措置済 

 
 
 
 
 
 

措置済 
 

② 切手について適正に管理すべきもの 

監査日現在，切手の管理について，切手と管

理簿を照合した結果，残枚数が一致しなかった

事例が見受けられた。 

（灘区まちづくり推進課，同市民課）

適正な管理を行うべきである。 

 

管理簿への記載漏れ・記載間違いにつ

いて，確認のうえ，是正した。今後は管

理簿への記載漏れがなきよう現物との照

合・確認を徹底するよう指示する措置を

講じた。 

 
措置済 

５ 消防局 

Ａ 収入に関する事務 

① 消防音楽隊の派遣演奏に伴う経費徴収を適正

に行うべきもの 

神戸市消防音楽隊規程によると，市民防災総

合センター長は，消防広報演奏以外の演奏又は

市外での消防広報演奏の依頼を受けたときは，

演奏要請者に対し，原則としてこれに伴う経費

の負担を求めることとされている。これに基づ

き，神戸市消防音楽隊「派遣演奏に伴う経費負

担に関する要綱」において，経費負担の基準，

手続等が規定されている。監査日現在，要綱で

定められた金額以外の額を収納している事例が

見受けられた。  （市民防災総合センター）

派遣演奏に係る経費負担の基準として定めた

以上，基準額に沿った経費負担を求めるべきで

ある。 

 
 
 
 
要綱で定められた金額以上を受け取っ

ていたため，該当する団体に対して，平成

19 年 3 月 30 日までに「戻出決議書」によ

り，経費の戻出の処理を行った。 
 指摘以降，要綱の基準額に沿った経費負

担を求め，適正な収納事務を行う措置を講

じた。 
 

 
 
 
 

措置済 
 
 
 

Ｂ 支出に関する事務 

① 補助金交付を適正に行うべきもの 

消防団員で組織する神戸市消防協会に対し，

その活動を支援するため，補助金を交付してい

る。              （警防課）
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ア 補助金交付要綱に補助金の精算規定を設け

るべきである。 

 

イ 収支決算書において補助金の使途が明確に

なるよう，記載方法の見直しを指導すべきで

ある。 

ア 補助金交付要綱の中に，精算規定を設

ける措置を講じた（平成 19 年 4 月 1 日

施行）。 

イ 収支決算書に補助金の使途が明確に

なるように見直す措置を講じた。 

措置済 
 
 

措置済 
 

② 防災福祉コミュニティへの助成を適正に行う

べきもの 

平常時から防災活動や福祉活動等の地域活動

に積極的に取り組む団体を防災福祉コミュニテ

ィと位置付け，要綱に基づき，その活動費の一

部を助成している。助成金は，基礎的な活動を

支援する運営活動費助成と，地域の特性に応じ

た活動等を対象とする提案型活動費助成に分か

れており，それぞれ 1 コミュニティあたりの限

度額が定められている。平成 17 年度の助成金交

付について，次のような事例が見受けられた。

ア 領収書の貼付等 

(ｱ) 実績報告書の助成金執行額内訳に領収書が

一部貼付されていない事例。 

（予防課，兵庫・西消防署）

交通費等領収書の受領がむずかしいもの

は，代表者名の支出確認書等を添付するよう

指導すべきである。また，領収書の貼付につ

いて要綱で規定すべきである。 

(ｲ) 領収書の但書欄に使途・内容が記載されて

いない事例。 （灘・北・長田・須磨消防署）

適正に記載するよう，指導すべきである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア 交通費等領収書の受領がむずかしい

ものについて，代表者名の支出確認書等

を添付するよう様式を定めて，署長へ通

知するとともに，「神戸市防災福祉コミ

ュニティ育成事業実施要綱」平成 19 年

4 月 1 日一部改正（以下「要綱」という。）

第 19 条第２項で「原則としてすべての

活動の領収書を添付するものとする。」

と定め，実績報告様式も改正して各所属

長へ通知する措置を講じた。（予防課）

平成１８年度以降の報告書に添付さ

れる領収書には用途，内容を明記するよ

う防災福祉コミュニティに対して指導

する措置を講じた。    （灘消防署）

実績報告書に添付する領収書には，内

容がわかるよう記載する旨，防災福祉コ

ミュニティに対して指導する措置を講

じた。         （北消防署）

年度終了後の活動報告書に実績報告

書添付の領収書を詳細にチェックした。

今後も適正な使途・内容等が領収書に記

載されているか確認を実施するよう防

災福祉コミュニティに対して指導する

措置を講じた。    （長田消防署）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
措置済 
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イ  運営活動費助成の必須メニュー 

実績報告書に記載されている必須メニュー

の実施経費が，助成金執行額内訳で確認でき

ない事例。 

（予防課，北・須磨・西・水上消防署）

無料の行事への参加等助成金執行額内訳に

所要経費を記載できない場合は，実施したこ

とを検証できる資料を添付するよう指導する

とともに，要綱等で義務付けるべきである。

ウ  事業内容の変更 

提案型活動助成で事業内容が変更されたに

もかかわらず，当初の決定額のままであった

事例。        （予防課，西消防署）

変更後の内容で申請させるとともに，事業

内容変更時の取扱を要綱で定めておくべきで

ある。 

エ  助成金の流用 

提案活動費助成金の不足分を，運営活動費

助成金で賄っている事例。    （予防課）

運営活動費は防災福祉コミュニティの運営・

活動に伴う経費であるため提案活動費への充当

を認めている(逆の場合は不可)とのことである

が，制度運用上の重要事項であるので要綱で取

扱を明記すべきである。 

オ  誤記載，記載漏れ 

事業実績報告書等への誤記載や記載漏れに

より，書類上，助成の要件を満たしていない

形になっている事例。 

  （兵庫・長田・須磨・垂水・水上消防署）

提出書類をよく審査し，必要があれば執行

状況等を確認するとともに，誤記載や記載漏

れがあれば適切に指導すべきである。 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度報告分から記載漏れがな

いよう防災福祉コミュニティに対して

指導する措置を講じた。 （須磨消防署）

イ 「要綱」第 19 条第３項で「必須活動

で経費の発生が伴わないものがあった

場合は，活動の実施が確認できる資料を

添付するものとする」と定め，各所属長

へ通知する措置を講じた。 （予防課）

 
 
 
 
ウ 「要綱」第 17 条で提案型活動に関す

る事務内容変更時の取扱を定め，各所属

長へ通知する措置を講じた。（予防課）

 
 
 
 
エ 「要綱」第 21 条で「運営活動費の一

部を提案型活動費として執行できるも

のとする」と定め，各所属長へ通知する

措置を講じた。 
 
 
 
 
 
オ 助成の用件を満たしていないにもか

かわらず交付した助成金の返還につい

て浜山校区防災福祉コミュニティ委員

長に対し，実施した防災訓練の記載漏れ

がないよう指導（平成 18 年 12 月 22日）

するとともに，今後関係者に対し記入，

審査漏れのないように指導する措置を

講じた。       （兵庫消防署）

年度終了後の活動報告時に，実績報告

書の内容を詳細にチェックし，今後の適

正な執行及び報告書の記載について，防

災福祉コミュニティに対して指導する

措置を講じた。    （長田消防署）

 
 

 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 

 
措置済 

 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 

措置済 
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カ  金額，内容等の不一致 

助成申請書の事業名があいまいで実績報告

書の事業名と一致しない事例。（須磨消防署）

実績報告書の支出明細と領収書の債権者名

が一致しない事例。     （垂水消防署）

提出書類相互の整合性があるか，確認すべ

きである。 

キ  提出書類の内容が不明確なもの 

実績報告書の助成金執行額内訳の支出内容

が不明確な事例。          （北消防署）

助成金執行額，領収書の内容が不明確なま

ま，助成金を交付している事例。（垂水消防署）

提出書類の内容をよく確認すべきである。 

平成 18 年度報告分から誤記載，記載

漏れがないよう防災福祉コミュニティ

に対して指導する措置を講じた。 
（須磨消防署）

助成申請書や実績報告書の受付の際

に，防災福祉コミュニティに対して必要

事項が記載されていることを確認する

よう記載例を作成し指導する措置を講

じた。        （垂水消防署）

防災福祉コミュニティに対して誤記

載や記入漏れをなくすよう指導する措

置を講じた。     （水上消防署）

カ 平成 19 年度申請分から内容のチェッ

クをより強化するよう担当職員を指導

する措置を講じた。  （須磨消防署）

関係書類の整合性を確認するよう担

当職員を指導する措置を講じた。 
（垂水消防署）

 
キ 支出内容については，防災福祉コミュ

ニティに対して明確に記載するよう，ま

た，欄に複数内訳があり，記載しづらい

場合には，領収書に内容がわかるよう記

載するよう指導する措置を講じた。 
（北消防署）

平成 12 年度以降，防災福祉コミュニ

ティに対して繰り返して指導している

が，更に提出書類の内容をよく確認する

よう指導する措置を講じた。 
（垂水消防署）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

措置済 
 
 
 
 
 

 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 旅費の支出を適正に行うべきもの 

他都市で開催された全国消防長会及び消防演

習に職員を参加させているが，出張期間終了後

に旅費を支出している事例が見受けられた。 

（庶務課，司令課）

旅費は用務開始までに対象職員に概算払する

のが原則であり，職員による立替払は，緊急や

むを得ない場合を除き，厳に慎むべきである。

 
宿泊先や経路等の変更により，事務処理

に時間を要したものであり，以後は速やか

に事務処理するよう担当職員に徹底する

措置を講じた。       （庶務課）

事務手続上の遅延があったものであり，

以後は速やかに事務処理するよう担当職

員に徹底する措置を講じた。  （司令課）

 

 
措置済 
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④ 交際費の支出を適正にすべきもの 

交際費は 3 期(4 ヶ月毎)に分けて支出するこ

とになっているが，第 1期分（4～7月分）につ

いて，事務処理の遅れから支出が 4月 20 日とな

り立替払が生じている事例が見受けられた。 

（庶務課）

立替払が生じないよう年度当初の事務処理を

迅速に行うべきである。 

 
第１期分の事務処理の遅れにより，消防

署等での立替払が生じている件について，

年度当初速やかに事務処理を行うよう担

当職員に指導を徹底するとともに，しかた

なく立替払が生じた場合については，その

金額を戻入し，伺い書と請求書により一般

支払いで振り込むよう措置を講じた。 
 

 
措置済 

 
 

⑤ 研修費用の支出を適正にすべきもの 

消防局の新規採用職員は，6ヶ月間 800 時間の

初任教育を受けることとなっており，その一環

として宿泊研修を行っているが，研修費用の支

出について請求から約 3 ヶ月遅延している事例

が見受けられた。 （市民防災総合センター）

支払が遅延しないよう適正な事務処理を行う

べきである。 

 
事務手続上の遅延があったものであり，

支出が遅延することのないよう速やかに

事務処理を行うよう措置を講じた。 

 
措置済 

Ｄ 財産管理に関する事務 

① プリペイドカードの管理を適正にすべきもの

プリペイドカード使用簿兼近距離旅行命令書

に記載された利用明細と，プリペイドカード裏

面に印字された利用記録が一致しない事例が見

受けられた。    （航空機動隊，北消防署）

適正な事務処理を行うべきである。 

 
使用状況の記入について，遺漏がないよ

う関係職員に指導する措置を講じた。 
（航空機動隊）

 関係職員に利用記録と一致しない部分

は平成 18 年 12 月 21 日に戻入させ，再発

しないよう指導する措置を講じた。 
（北消防署）

 
措置済 

 

６ 水道局 

Ａ 収入に関する事務 

① 入館料の徴収委託を適正に行うべきもの 

水の科学博物館の入館料は，同博物館が一画

を占める奥平野浄水場の警備業務の一環として

警備受託業者が入館者から徴収しているが，次

のような事例が見受けられた。   (庶務課)

ア 公金の徴収を委託した旨の告示等がされて

いない事例 

入館料の徴収委託は，地方公営企業法第 33

条の 2 の規定する公金の徴収委託にあたり，

委託した旨を告示及び公表する必要がある

が，されていない。また，委託契約書では，

徴収事務について別紙の仕様書には記載され

ているものの，契約書本文には記載がない。

 
 
 
 
 
 
 
ア ①19 年度警備委託契約書本文におい

て，「入館料の徴収」を明記し， 
②入館料等の収納事務について告示

（H19.3.30）を行う措置を講じた。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
措置済 
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公の施設の使用料の徴収事務は重要な事務

であり，委託契約書に明記の上告示すべきで

ある。 

イ 入館料の収納担当職員が現金取扱員に命じ

られていない事例 

警備受託業者が徴収した入館料は，庶務課

職員が受領のうえ，出納取扱金融機関に納入

しているが，庶務課職員は会計規程に定める

現金取扱員に命じられていない。 

庶務課職員を現金取扱員に命じるか，受託

業者が直接出納取扱金融機関に納入する方式

に改めるべきである。 

 
 
 
イ 庶務課職員を現金取扱員に命じる措

置を講じた。 

 
 
 

措置済 
 
 

② 水道料金の転宅精算事務の取扱の統一化を図

るべきもの 

水道料金は，基本料金×使用月数＋従量料金

×基本使用水量を超える使用水量 で算定され

るが，転宅に伴う水道料金の精算事務について

は，事例によって様々なケースがあるため，使

用月数の算定方法等に関する取扱の統一化を図

ることを目的に要領が定められている。 

しかし，要領の規定を厳格に適用すると，使

用水量がわずかであっても，使用日数が 1 日違

うだけで料金が大幅に上がるといったことがあ

るため，水道局各センターや担当者によって，

要領の解釈やそれに基づく事務の取扱に相違の

ある事例が見受けられた。(各センター，業務課)

センター間等で事務の取扱に相違が生じない

ようにするべきである。 

 
 
事務処理要領に基づき統一的取扱いを

行うよう，会議の場及び文書により徹底を

図る措置を講じた。 

 
 

措置済 

③ 現金取扱に必要な手続を行うべきもの 

ボトルドウォーターの窓口販売分等の代金の

収納は，庶務課職員が行い金銭出納員に納付し

ている。 

水道局会計規程では，現金を取り扱う場合，

管理者から現金取扱員に命じられる必要があ

る。また，収納した現金は速やかに出納取扱金

融機関に納入しなければならないが，水道事業

管理者の指定があれば金銭出納員に引き渡すこ

とができる。さらに，現金取扱員が現金を収納

した場合は納入者に領収書を交付する必要があ

る。 

 
庶務課職員を現金取扱員とする措置を

講じた。 
また，領収書についても専用書式により

購入者へ交付するよう措置を講じた。 

 
措置済 



 - 26 - 

しかし，庶務課職員は現金取扱員に命じられ

ておらず，金銭出納員への現金引渡しの指定も

なく，納入者への領収書の交付も行われていな

い。               (庶務課)

適正な事務処理を行うべきである。 

④ 歳入の調定は速やかに行うべきもの 

協定書などで定められた期日に比べ，調定が

遅れている次のような事例が見受けられた。 

速やかに調定すべきである。 

ア 神戸市と西宮市が共同設置した水道施設の

維持管理等に要する経費については，協定書

に従い，神戸市が支出し，西宮市は神戸市に

分担金を支払うこととなっている。西宮市の

分担金について，協定書では「神戸市は，半

期ごとの負担額を当該 2半期開始後速やかに

調定を行う」と規定されているが，調定が遅

れている事例         (業務課) 

イ 奥平野浄水場内設置の光アクセスシステム

の使用電気料金については，覚書の規定によ

り設置会社が翌年 2月末に水道局に支払うこ

ととなっているが，水道局の調定が遅れてい

る事例            (浄水課) 

 
 
 
 
ア 協定書の文言に沿い，平成 19 年度上

半期分について，４月中に調定を行う措

置を講じた。 
 
 
 
 
 
イ 覚書の規定どおり，18 年度は，平成

19 年２月末日までに相手方から料金が

支払われるように調定の手続きを行う

措置を講じた。 

 
 
 
 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 

措置済 

Ｂ 支出に関する事務 

① 現金管理を適正に行うべきもの 

中部センターが中央区役所内に設置している

サービスステーションでは，職員 2 名が水道料

金の収納等を行っている。しかし，センターの

所属長等によるステーションの収支日計表の確

認は月 1 回まとめて行い，釣銭用現金はセンタ

ーの釣銭用現金整理簿に記載されていないな

ど，日々の収納金及び釣銭用現金の管理が不十

分な事例が見受けられた。  (中部センター)

適正な管理を行うべきである。 

 
 
収支日計については，毎日管理職等が払

込状況を確認するように改める措置を講

じた。 
釣銭については，適正管理を行うため，

新たに釣銭交付簿を作成する措置を講じ

た。 

 
 

措置済 
 

Ｃ 契約に関する事務 

① 委託契約内容を明確にすべきもの 

水道料金徴収事務を初め，複数の業務を神戸

市水道サービス公社に委託しているが，これら

の委託契約は，公社委託業務の取扱要綱に基づ

き，基本契約書により全業務を一括契約したう

えで，個々の業務について，水道局が公社に委

 
 
平成 19 年度の基本契約から，関連する

書類の整合性をとり，あわせて業務ごとの

仕様書を添付（袋とじで一体化）すること

により業務内容・支払方法等契約内容の明

確化を図る措置を講じた。 

 
 

措置済 
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託業務依頼書を交付し，公社が水道局に委託業

務請書を提出するという形式をとっている。基

本契約書では，委託業務の種類などの概括的な

事項を定め，委託金額などの契約の基本的事項

や仕様書の提示は業務依頼書で行うこととして

いる。 

本契約方式については，要綱，基本契約書，

業務依頼書，仕様書のそれぞれに業務内容等の

記載があることや，業務依頼書の様式が簡略な

ことなどもあり，次のように契約内容が不明瞭

になっている事例が見受けられる。また，仕様

書が業務依頼書に袋とじされていないため，業

務内容について契約者双方が合意のうえ契約を

行ったことが明示されない，などの問題点も見

受けられる。           (庶務課)

契約内容を明確にし，適正な契約締結を行う

べきである。 

ア  要綱，基本契約書に記載の委託業務の内容

と，業務依頼書，仕様書の記載との間に齟齬

（個別業務の名称と区分の相違）が生じてい

る事例 

イ 契約の基本的事項の記載が抜けている事例

(ｱ)  委託料の支払い方法について，基本契約書

では「委託業務完了後，履行確認を行ったも

のについて請求に基づき支払う」となってお

り，業務依頼書には「前払金の有無」欄以外

に委託料の支払い方法を記載する欄がない。

そのため，前払い分以外は，委託期間内の全

業務終了後の支払いとなるが，毎月履行確認

し支払いを行っている事例 

(ｲ)  契約上は，業務依頼書の「前払金の有無」

欄の「有」の記載だけで具体的にその内容を

定めることなく，別途決裁によって前払いを

行っている事例 

(ｳ)  業務依頼書において，業務内容は「仕様書

に定める」とあり，仕様書には「別表１のと

おり」とあるにもかかわらず別表のない事例

(ｴ)  業務依頼書に記載のない業務内容（「その

他修理」）の委託料を支払っている事例 
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② 貸付金の貸付目的や額の算定根拠を明確にす

べきもの 

神戸市水道サービス公社に対して 2 億円の貸

付を行っており，金銭消費貸借契約書には貸付

目的として「公社が行う先行管布設事業に必要

な資金」と記載され，目的以外に使用したとき

などの貸付金の返還も定められている。 

しかし，公社からの貸付依頼書には，借入目

的として，年度当初の給与等の支払資金不足を

補うためと記載され，契約書で提出を義務付け

ている事業実績報告書にも先行管布設事業の事

業実績等が記載されていないなど，貸付目的が

不明瞭であるとともに，貸付額の算定根拠につ

いても，明確でない事例が見受けられた。 

(経営管理課)

貸付目的や貸付額の算定根拠を明確にするべ

きである。 

 
 

19 年度より，公社への貸付に関して，

内容や算定根拠を精査し，適正に行うよう

措置を講じた。 
 

貸付内容：先行管布設事業資金 
 
算定根拠；①＋②‐③ 

① 平成 18 年度末 公社先行管分岐

費用立替金 
② 平成 19 年度 公社先行管投資費

用 
③ 平成 19 年度 水道局負担金 

 
 

 
 
措置済 

③ 適正な見積書を整備すべきもの 

水道局契約規程，ならびに，契約事務取扱規

程では，売買などの契約にあたっては契約書が

必要であるが，100 万円未満の契約などについ

ては請書で代えることができ，さらに 30 万円以

下の物品購入契約などについては，見積書で代

えることができるとしている。 

そのため，見積書は契約書の代わりとなる重

要な書類であるが，やむを得ない事情により 1

社見積となった場合について，見積書提出後に

価格交渉を行い，金額を水道局側で修正した見

積書を使用している事例が見受けられた。  

(各センター)

価格交渉後の金額による見積書の提出を求め

るべきである。 

 

業者に，再度，決定金額による見積書を

提出してもらうよう措置を講じた。 

 

措置済 

④ 契約は水道事業管理者名で締結すべきもの 

センター所長名，及び，センター所長印で契

約を締結している事例が見受けられた。 

(東部センター)

契約は，代表者である水道事業管理者名，及

び，水道事業管理者印で締結すべきである。 

 

水道事業管理者名で契約を締結するよ

うに周知徹底を図る措置を講じた。 

 

 

措置済 

⑤ 契約はとりまとめて行うべきもの 

専決契約とは，専決規程に基づき当該課又は

 

短期間内に同種あるいは関連性のある

 

措置方針
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事業所において決裁できる契約のことである

が，短期間に同種の業務を同一業者に専決契約

により複数発注している事例が見受けられた。

(奥平野浄水管理・工事事務所，西部センター，

垂水センター)

できるだけ，とりまとめて発注すべきである。

契約を行う場合は，一括して発注するよう

にするなど，適正な事務処理に努める。 

等 

⑥ 給水装置工事委託契約を適正に行うべきもの

道路部分の給水装置等の工事を指定給水装置

工事業者に委託する給水装置工事委託契約につ

いて，次のような事例が見受けられた。 

  (配水課，各センター)

適正な事務処理を行うべきである。 

ア 契約書に代わる請書として給水装置工事委

託受諾書があるが，センター所長名で収受さ

れているなど，請書としての要件を欠いてい

る事例 

 

 

イ 500 万円までセンター所長の専決契約とし

て運用されているが，水道局部課長等専決規

程には給水装置工事委託契約に関する規定

が無く，専決区分の根拠が不明瞭である事例

 

 

 

 

 

 

ア 給水装置工事委託受諾書について，水

道事業管理者名で収受するなど請書と

しての要件を満たすように改善すると

ともに，名称を「給水装置工事委託受諾

書 兼 請書」として，請書であることを

明確にする。 

イ 給水装置工事委託契約に関しては，水

道局部課長等専決規程のうち，委託契約

に関する一般規定に基づき処理する。 

 

 

 

 

 

 

措置方針

等 

 

 

 

 

措置方針

等 

Ｄ 財産管理に関する事務 

① 自動車リサイクル料金を資産計上すべきもの

自動車リサイクル料金は，そのうちの資金管

理料金を除くものは預託金として自動車所有者

の資産に位置づけられるため，資産勘定（固定

資産・その他投資）に計上し，廃車・譲渡した

時に費用処理する必要がある。 

しかし，リサイクル料金を支払った際に全額

が費用処理され，資産計上されておらず，固定

資産台帳も整備されていない。 (経営管理課)

自動車リサイクル料金の預託金部分について

は，固定資産として計上し管理すべきである。

 

 

他会計の運用状況等を踏まえ，18 年度分

より資金管理料金を除く自動車リサイク

ル料金については「固定資産」として管理

を行う措置を講じた。 

 

 

 

措置済 

 

７ 交通局 

Ａ 収入に関する事務 

① 納入通知書の記載を適正に行うべきもの 

納入通知書における納入期限と発行日の記載

は，各種規則あるいは契約上の納入期限の管理

や収入状況の管理のためにも非常に重要な情報

 

 

 

各課に納入通知書に発行日，納入期限を

記載するよう通知し，適正に手続を行うよ

う措置を講じた。 

 

 

 

措置済 
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であり，交通局会計規程上も納入期限を記載し

なければならないこととなっている。 

しかし，収入済みの納入通知書を検証したと

ころ，別途請求書，あるいは納付書送付文に納

入期限と発行日の記載があるものもあったが，

納入通知書には記載のない事例がほとんどであ

った。         (総務課，その他各課)

納入通知書には，納入期限と発行日の記載を

徹底すべきである。 

② 納入通知書の発行を速やかに行うべきもの 

交通局公有財産管理規程，あるいは，契約書

に明記された納入期限までに納入通知書が発行

されておらず，結果として納入の遅れている事

例が見受けられた。             （施設管理課）

納入通知書の発行は，規程等にしたがい速や

かに行うべきである。   

 

今後，このようなことが起こらないよう

適正に事務処理を行うよう措置を講じた。

 

措置済 

③ 委託販売に伴う売上金の精算を早期に行うべ

きもの 

市バス・地下鉄等の回数券・プリペイドカー

ド等の販売を神戸交通振興(株)に委託し，毎月

末日までに委託先から 2 億円を納入させ，翌月

15日までに前月の売上金から手数料を差し引い

たものと，先に納入された 2 億円との差額精算

を行う契約としている。 

しかし，精算手続きが遅延している事例が見

受けられた。         (営業推進課)

委託先に対して契約どおりの期限までの精算

履行を求めるべきである。 

 

 

委託先に対して契約どおりの期限まで

に精算手続を行うよう措置を講じた。 

 

 

措置済 

 

Ｂ 支出に関する事務 

① 預り金の管理を適正に行うべきもの 

各種の預り金は，職員給与の源泉所得税をは

じめ，徴収義務者である交通局が対象者から徴

収したお金を税務署等に支払うまで一時プール

しておくものである。 

しかし，過年度の徴収・支出事務の誤りによ

り，本来マイナスになるはずのない残高にマイ

ナスが生じるなど，過不足が生じたまま，監査

日現在，是正されていない事例が見受けられた。

(総務課，職員課)

現在の残高について早急に整理するととも

 

 

預り金の状況について調査を行った結

果，過年度の徴収・支出事務の誤りが判明

したため，是正措置を講じた。 

今後は，適正に事務処理を行うよう事務

改善する措置を講じた。 

 

 

措置済 
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に，残高管理を適正に行うべきである。 

② 遅滞なく支払を行うべきもの 

支払は請求書受理後 30 日（工事代金について

は 40 日）以内に行わなければならないが，支払

証票には請求書受理日の記載欄がないため，請

求書受理日が特定できず，請求書にも請求日の

記載がないものが多いなど，支払遅延防止への

取組が十分とはいえない状況にある。 

また，実際に検収日等から見ても支払が遅い

事例が見受けられた。 

(総務課，市バス運輸サービス課)

請求受理日を明確にするなどの支払遅延防止

対策を講じるとともに，早期に支払を行うよう

努めるべきである。 

 

請求書に請求日，支払証票に請求書受理

日を記載し，適正な事務処理の徹底を文書

にて周知する措置を講じた。 

 

措置済 

③ 支払手続を適正に行うべきもの 

立替払したにもかかわらず，立替払の精算の

手続を経ず，後日同額を前渡金支出した結果，

前渡金の支出日より後にあるべき領収書の日付

が前になっている事例が見受けられた。 

また，前渡金は用務終了後 5 日以内に精算の

うえ，前渡金精算書を出納職に送付しなければ

ならないが，監査日現在において精算手続が行

われていなかった。      (営業推進課)

適正な事務処理を行うべきである。 

 

前渡金精算については，指摘後すみやか

に精算手続きを行った。 

今後，このようなことが起こらないよう

適正な事務処理の徹底を周知する措置を

講じた。 

 

措置済 

④ 公共料金支払用前渡金口座の残高管理を適正

に行うべきもの 

交通局の各種施設の電気・ガス・水道代等の

公共料金は，一つの前渡金口座から口座振替に

よって支払を行っているが，月間の振替額に比

べて口座残高が過大となっている事例が見受け

られた。             (総務課)

必要額を精査し，残高が過大とならないよう

にすべきである。 

 

 

指摘後，前渡金口座への入出金額を精査

し，適正な口座残高となるよう入金額を減

らす措置を講じた。 

 

 

措置済 

⑤ 両替釣銭用現金の出納管理を適正に行うべき

もの 

自動車事業会計では，両替釣銭用現金を各営

業所及び営業推進課で保管している。 

両替釣銭用現金には交通局会計規程の資金前

渡の規定が適用されるが，会計規程に定める前

 

 

資金前渡の規定に従った所定の手続き

を徹底するとともに，両替釣銭用現金につ

いては保管現金の一覧表から削除する措

置を講じた。 

 

 

措置済 
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渡金出納簿の整備や前渡金の精算は行われてい

ない。さらに，出納職に現金保管証明書を提出

する年度末以外に現金保管状況の確認も制度化

されていない。 

そのため，平成 17 年 11 月に廃止になった登

山バスの両替釣銭用現金が，前渡金精算手続に

よらず返還され，保管現金の一覧表に計上され

たままになっている事例が見受けられた。 

(営業推進課，石屋川営業所)

資金前渡の規定に従い所定の手続を行う，ま

たは，別途釣銭に関する規定等を整備すること

などにより，適正な出納管理を行うべきである。

Ｃ 契約に関する事務 

① 委託契約書の規定等の整理を図るべきもの 

定期券やプリペイドカード等の販売業務を神

戸交通振興(株)に委託しているが，契約書の規

定と実際の業務内容等に齟齬がある次のような

事例が見受けられた。 

契約書の規定と実際の業務内容等との整合性

の確保を図るとともに，多岐に渡り複雑な契約

書の規定や対象業務の内容の整理を図るべきで

ある。            (営業推進課)

ア カード等の種類によって契約書の規定によ

らず別途精算等を行っている事例 

イ 受託者による立替払いを行うことが契約書

上明記されていない事例 

ウ 委託料の支払方法や時期が契約書に正確に

規定されていない事例 

エ 詳細・複雑な精算規定が実態的に遵守され

ていない事例 

 

 

別途精算等を行っているカードの精

算・収入金の納付，受託者による立替払い，

委託料の支払方法や時期などを契約書に

明記するなど，契約書の規定を整理する措

置を講じた。 

 

 

措置済 

② 委託契約に伴う収入・支払の相手方を明確に

すべきもの 

定期乗車券の委託販売契約において，販売代

金の収入及び委託料支払の相手方が契約者では

なく再委託業者である事例が見受けられた。し

かし，委託料の代理受領のための委任状はなく，

契約書上，業務の再委託に必要とされている協

議書もなかった。       (営業推進課)

再委託に必要な手続を行う，または，再委託

先と直接契約を締結することにより，収入・支

 

 

収入・支払の相手方を，再委託業者から

契約の相手方に改める措置を講じた。 

 

 

措置済 
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払の相手方について疑義のないようにすべきで

ある。 

③ 委託契約と実際の業務内容の整合性を図るべ

きもの 

市バス 1 日 2 日乗車券発売業務等委託契約に

定める業務は，従前は(社)神戸市交通局公済会

が行っていたが，平成 16 年に同会が解散し，現

在は同会の事業を引き継いだ神戸交通振興(株)

が業務を行っている。しかし，当時の公済会と

の委託契約書（自動更新条項付）が，現在も当

該契約の契約書として取り扱われるともに，契

約書に定める手数料率と実際に支払われている

手数料率が異なり，業務の委託店についても，

契約書と業務精算書とで異なるなど，契約書と

実際の委託業務内容に齟齬が見受けられた。 

(営業推進課)

契約は疑義の生じないように適正な相手方と

締結のうえ，実際の委託業務内容と齟齬のない

ようにすべきである。 

 

 

契約の相手方，委託業務内容，手数料率

について，実態に合わせた契約に改める措

置を講じた。 

 

 

措置済 

Ｄ 財産管理に関する事務 

① 切手等の管理を適正に行うべきもの 

切手，有料道路通行券や備品の管理において，

以下のような改善を要する事例が見受けられ

た。 

適正な事務処理を行うべきである。 

ア 切手等の管理簿において，鉛筆書きする，

修正液で修正するなど，不適切な記載方法が

あるとともに，残高の記載間違いなどがあっ

た。また，物品管理者の確認印が押印されて

いなかった。          （総務課）

イ 切手等の管理簿に物品管理者の確認印が押

印されていない。また，備品台帳がなかった。

(営業推進課)

 

 

適切な事務処理に改めるとともに，備品

台帳を作成する措置を講じた。 

 

 

 

措置済 

 
 


